
　平成30年3月28日（水）より、旧海岸通りから高浜橋交差点を右折直進し五色橋交差点

手前道路間に中央分離帯の設置（港区）があり、右折することが出来なくなりました。

 　ご来所の際は、ご注意いただきますようお願いします。

【旧海岸通りから車でお越しの際の注意事項】
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